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重点ポイント

平成1９年度　東京都網代ホームきずな 事業計画

前年の

概況

課題

１．　平成１８年度より指定管理者となり、新たな委託契約が締結された。指定管理者の
　　期限が５年間であり、その後は民立民営への移行が打ち出されている。
　　　来年度には２３年度以降の東京都の方向性が示される予定であり、施設としても
　　「きずな」の将来像を提案していく必要がある。
２．”きずな”の入退所者が例年に比し多く、１２世帯３３名が退所し、１４世帯３９名
　　の新規入所者があった。入所理由は暴力が６世帯、住宅困窮が８世帯であった。
　　　乳幼児の入所は昨年に続き、学童を上回っている。（乳幼児３０名・学童２０名）
　　緊急一時保護事業は２６世帯 ７７名が利用した。理由は暴力が１９世帯、住宅困窮
　　が７世帯あった。昨年に比べ５世帯ほど利用が減少した。
　　　退所先としては母子生活支援施設・帰宅・アパート等の順になっている。
３．　景気が若干好転し、就労環境もよくなったため、支援を続けたところ、パート職では
　　あるが３３名中２７名８１％の母親が就労している。生活保護もできるだけ辞退に務め
　　受給は全額３世帯、一部１３世帯と受給率が低下した。
４．　自立支援計画をもとに職員間での話し合いができていなかった。
　

１．今後の民間委譲化についての課題の検討、計画の作成
２．職員の役割分担と連携の確立
３．人材育成　特に新人職員の計画的育成
４．必要な支援時間の確保
５．利用者こころのケアを充実させるため、心理ケア、相談体制の充実。また外部の
    心療内科、専門機関との連携。
６．職員の専門性の向上及び関係機関（児童相談所、学校、保健所、民生児童委員
　　等）と連携した支援体制の充実。
７．”きずな”の属性、地域を生かし、緊急一時保護事業の充実
８．ボランティアの育成。
９．母子生活支援システムを活用し、連携した総合的な支援体制の構築

１．職員の支援の一体性の向上＝適正
　　な役割分担。
２．しっかりした自立支援計画の策定
　　①課題の明確化②自立目標時期の
　　明確化③心の安定
３．利用者が、安全で、安心して自立
　　を目指すことできるようなハード
　　及びソフト面の充実
４．就労支援＝経済的自立＝生活保護
　　受給率の引き下げ
　　自立への意識向上に向けた支援
５．ボランティアの力の活用
６．地域関係機関との連携及び地域に
　　支えられた施設
７．母子支援の原点に立ちかえっての
　　支援

全体を通した考え方
　家庭内暴力、虐待、離婚による住宅困窮
　借金、またそれに伴う心理的不安、心の
　傷等　日常生活上さまざまな課題、困難
　を抱え入所している。そのような母子の
　主体性を尊重し、利用者自身が、課題を
　意識し、意欲的に挑戦できるように支え
　ていく。そのために、きずなの職員だけ
　でなく関係機関、ボランティアをはじめ
　とする地域の方々と連携していく。
　　また、子どもは子どもらしく、恵まれ
　た自然を満喫し、明るく、元気に、のび
　のびと育つように、心理的ケアをしなが
　ら援助する。

１．母子生活支援施設”きずな”の今後のあり方について提案する。
２．業務分掌を見直し、より効率的な業務執行体制とする。
３．報告・連絡・相談を徹底し、利用者支援を充実する。
４．ＯＪＴ、チャレンジシートの活用、人事考課等により職員の意欲の向上を図り、また自己
　　能力開発目標を明確にもち、日々研鑽する。
５．自主評価、第三者評価結果を基に職員全員で改善する。
６．職員の心のケアを図る。
７．日常的な注意の目及び定期点検を実施し、安心して暮らせる生活環境を提供する
８．利用者のプライバシー保護、情報管理体制の徹底を図る。

　
１．利用者、きずな、母子自立支援員の三者連携による自立支援計画の策定及び見直し
　　を定期的にするとともに退所に対する不安解消及び一貫した継続的支援をする。
２．あきる野市の生活保護担当、ハローワークの就労コーディネーターと協力し就労促進を
　　積極的に推進し、経済的自立への支援を進める。生活保護受給率の引き下げを目指す。
　　そのため保育を充実する。
３．心理専門職を中心とした「こころのケア」体制を充実する。
４．いつでも、気軽に相談できる雰囲気、場を提供する。

１．基本的生活習慣の獲得支援、指導（衛生、片付け、挨拶）をする。特にあいさつが
　　しっかりできるようにする。
２．ドッジボール、野球など集団のゲームでしっかりと汗をかき、また集団を通じて仲間
　　や相手を尊重し、協同して目標に立ち向かう精神を養う
３．こころにトラウマを抱えている学童に対しては、心理専門職と共にこころのケアをす
　　る。また、長所をしっかりとほめ、自分に自信が持てるようにする。
４．ボランティアの力も借り、周囲の自然環境に親しみ、楽しめるように指導する。
５．下校後、長期休み期間中の学習指導をしっかりして学力のレベルアップを図る。
６．遊び、勉強等生活時間等しっかりとしたけじめがつけられるように指導する。

１．基本的な生活習慣（食事、手洗い、排泄等）の習得や仲間を思いやり、仲良く遊べる
　　ように保育する。
２．相手の顔を見て話が聞けるようにする。そのためお話の読み聞かせ会をする。
３．必要に応じ登園下園前後の保育、延長保育、病児保育、日祭日保育をする。
　　　登園前８：００～　　　下園後～１９：００　　　日祭日９：００～１９：００
４．恵まれた自然環境を生かし,感情の表出が豊かにできる心が育まれるようにする。
５．周囲の愛情を十分に感じた生活ができるようにする。

１．自治会、子ども会活動等を通じ、網代地区、あきる野市に溶け込んだ活動を展開する。
２．地域関係機関（学校、保育園、民生児童委員、あきる野市子ども家庭連絡会議等）に対す
　　る情報発信、及び地域情報の収集より充実させる。
３．緊急一時保護事業を通じ、ＤＶからの保護を行い、児童生活環境の改善の出発点となるよ
　　うな活動をする。
４．納涼祭、どんど焼き等の行事を通じあきる野の伝統行事の担い手となる。
５．あきる野市やあきる野市社会福祉協議会と連絡を密にし、地域福祉活動に積極的に参加
　　していく
６．地域の高齢者の力も積極的に借りていく。

運営管理

母親に対する支援

学童に対する支援

乳幼児に対する支援

地域関係


	東京都網代ホームきずな

